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 Ⅰ  美瑛町移住・定住促進計画とは 
   

 

 １ 目 的 
  

 

 美瑛町では、1959 年（昭和 34 年）に人口（住民基本台帳）が 22,391 人とピ

ークを迎えて以降、人口の減少が続いています。2019（令和元）年９月末現在の

人口は 9,948 人と１万人を割り込み、今後も人口は減少していくものと予想さ

れています。 

 本町における人口減少の大きな要因の一つは若年層を中心とする転出であり、

特に、高度成長期やバブル経済期などには、若年層の都市部への流出が大きな

社会減をもたらしました。現在でも、進学や就職・転職などを理由として、旭川

市を中心とする都市部への流出が続いています。 

生産年齢人口の減少は、町内の経済活動に大きく影響しますが、特に結婚・妊

娠・出産・子育て世代である若年層の減少は、今後の地場産業の継承や人口減少

に影響することが考えられます。行政による支援の充実に加え、結婚から妊娠、

出産、子育てまでをまち全体で大切にする意識を深く共有し、互いを理解し合

うことで、若者がこのまちで希望を持って安心して暮らせるよう行動を起こす

必要があります。 

第２期美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略においては、『誰もが住みたい

「丘のまちびえい」の創造』を基本方向に、４つの戦略に基づく数値目標等を掲

げ、2060 年時点の目標人口を 5,945 人としています。 

 美瑛町移住・定住促進計画（以下、「本計画」という。）は、人口減少と地域経

済縮小を克服し、将来にわたって活力ある地域社会を維持するとともに、町民

が幸せに暮らせるまちを目指し、美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略が示す

４つの戦略を計画的かつ具体的な施策によって促進するものです。 

 

 

 ２ 本計画の位置づけ 
  

 

 本計画は、美瑛町まちづくり総合計画や、美瑛町まち・ひと・しごと創生総合

戦略を補完し、他の行政計画等と連動しながら、具体的な施策を示すものです。 
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 ３ 本計画の計画期間 
  

 

 本計画の計画期間は、美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性を図

り、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度までの５年間です。 

 

 

 ４ 目標設定と効果検証 
  

 

 本計画は、2020（令和２）年度より事務事業評価の実施方法について、原則

全ての小事業に重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定して効果検証を行います。

本計画においてもその検証結果を踏まえて評価を行い、毎年度ＰＤＣＡサイク

ルを回すことによって効果的に基本目標（数値目標）を達成し、美瑛町人口ビ

ジョンが示す将来展望人口に近づけていくこととします。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ５ 本計画の推進 
  

 

 本計画を推進するため、住民生活課移住定住推進室を移住希望者に対するワ

ンストップ窓口として位置づけ、移住相談や情報の提供、移住定住施策の推進

に努めていきます。 
また、移住・定住に係る施策を所管する関係課等で構成する「美瑛町移住定住

促進プロジェクト会議」により、移住・定住の促進に係る施策の検討を行うとと

もに、町民（移住者等）からの提言を本計画に反映させていきます。 

  

  

ＰＬＡＮ 
（計画） 

ＤＯ 
（実行） 

ＣＨＥＣＫ 
（評価） 

ＡＣＴＩＯＮ 
（改善） 
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 Ⅱ  美瑛町の移住・定住促進施策に関する現状 
   

 

 １ 人口に関する状況 
  

 

（１）総人口及び年齢３区分別人口の推移と将来推計 

美瑛町の総人口については、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地

域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」に準拠した推計（以下、「社人

研準拠推計」という。）によると、2040 年（令和 22 年）には 6,779 人、2060

年（令和 42 年）には 4,491 人となる見込みです。 

 

図表Ⅱ-１-１ 総人口及び年齢３区分別人口の推移（1955 年～2065 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）2015 年までは「国勢調査」、2020 年以降は「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推

計）」（国立社会保障・人口問題研究所）に基づき作成 
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（２）出生・死亡（自然増減）の推移 

出生数は年々減少しており、1988 年（昭和 63 年）に出生数と死亡数が逆

転して以降、「自然減」が続いています。また、高齢化が進んでいることか

ら、2000 年代以降は死亡数も増加する傾向にあります。 

 

図表Ⅱ-１-２ 出生・死亡数（自然増減）の推移 

 

 

（３）転入・転出（社会増減）の推移 

1950 年代から 1970 年代半ばまでの高度経済成長期には、全道的に都市部

への人口流出が進んだことから、美瑛町においても転出の傾向が顕著に表れ

ています。1990 年代に入ると転入・転出の差が小さくなるが、これは本町が

観光地として認識され観光客が多く訪れるようになり観光産業が発展して

きたことが要因と考えられます。以降は、均衡に近い状況が続いています。 

 

図表Ⅱ-１-３ 転入・転出数（社会増減）の推移 

 
（出典）2013 年までは住民基本台帳に基づく独自集計。2014 年以降の転入数・転出数は「住民基本台帳

人口移動報告」、出生数・死亡数は「人口動態統計」に基づき作成。なお、2013 年までは年度単
位、2014 年以降は年次単位での集計となる（図表Ⅱ-１-４、図表Ⅱ-１-５） 
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（４）総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

「社会増減（転入－転出）」（Ａ）と「自然増減（出生－死亡）」（Ｂ）、及び

その和「人口の増減」（Ａ＋Ｂ）の推移を表したものが、図表Ⅱ-１-４です。 

人口の増減は、ほぼ社会増減と連動しており、社会増減が総人口の推移に

与えてきた影響が大きいことがわかります。 

特に 1960 年代から 1980 年代にかけては、出生数が死亡数を上回る「自然

増」の状況であったにも関わらず、転出数が転入数を上回る「社会減」の幅

が大きいことから、総人口は減少しています。 
 近年は対照的に、社会増減は均衡の傾向にあるものの、自然減が進んでい

ることにより総人口が減少しており、今後は自然増減が総人口の推移に大き

く影響を与えていくものと予想されます。 
 

図表Ⅱ-１-４ 総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響 

 
 
（出典）2013 年までは住民基本台帳に基づく独自集計。2014 年以降の転入数・転出数は「住民基本台帳

人口移動報告」、出生数・死亡数は「人口動態統計」に基づき作成。なお、2013 年までは年度単
位、2014 年以降は年次単位での集計となる。 

 

 

（５）社会増減の推移 

近年の社会増減数の推移は以下のとおりです。 

年 転入者数 転出者数 増 減 

１９８５年 ５１４ ７９６ △２８２ 

１９８６年 ４８６ ７１０ △２２４ 

１９８７年 ５４２ ７５８ △２１６ 

１９８８年 ５１５ ８１０ △２９５ 

１９８９年 ５０４ ７１３ △２０９ 

年 転入者数 転出者数 増 減 

(1,000)

(800)

(600)

(400)

(200)

0

200

400

社会増加数 自然増加数 人口の増減（Ａ+Ｂ）



6 
 

１９９０年 ４０４ ６８７ △２８３ 

１９９１年 ４２５ ５７４ △１４９ 

１９９２年 ５１８ ５７３ △５５ 

１９９３年 ４２４ ５６９ △１４５ 

１９９４年 ４６９ ５３８ △６９ 

１９９５年 ４６６ ４９５ △２９ 

１９９６年 ５７７ ５３５ ４２ 

１９９７年 ５０２ ６０３ △１０１ 

１９９８年 ５４１ ５１４ ２７ 

１９９９年 ５０８ ５２１ △１３ 

２０００年 ５１３ ４９２ ２１ 

２００１年 ５０１ ５３７ △３６ 

２００２年 ４４６ ４７１ △２５ 

２００３年 ４７６ ５２９ △５３ 

２００４年 ３９６ ４８８ △９２ 

２００５年 ４２５ ４７６ △５１ 

２００６年 ３６７ ４４８ △８１ 

２００７年 ３６０ ４５１ △９１ 

２００８年 ３６９ ４０９ △４０ 

２００９年 ３８５ ３８５ ０ 

２０１０年 ３３２ ３３５ △３ 

２０１１年 ３０７ ３４５ △３８ 

２０１２年 ３６０ ３９０ △３０ 

２０１３年 ３５７ ３７２ △１５ 

２０１４年 ３４８ ３５６ △８ 

２０１５年 ３０８ ３７３ △６５ 

２０１６年 ２８７ ２８３ ４ 

２０１７年 ２９４ ３３０ △３６ 

２０１８年 ３３６ ３８３ △４７ 

２０１９年 ３５１ ３７１ △２０ 

２０２０年 ３０９ ３７１ △６２ 

２０２１年 ３０１ ３０４ △３ 

２０２２年 ３９１ ３６２ ２９ 
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（６）地域ブロック別の人口移動の状況 

2018 年（平成 30 年）の地域ブロックごとの転入・転出の状況を把握す

ると、男女ともに札幌市と旭川市へ大きく転出超過となっていることがわ

かります。 

 

図表Ⅱ-１-６ 地域ブロック別の人口移動（転入－転出）の状況（2018 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「住民基本台帳人口移動報告」を特別集計した国提供データより作成  

「美瑛町人口ビジョン（令和 2 年 3 月）」より転載  

 

（７）通勤・通学者の状況 

美瑛町は、旭川の通勤通学圏であり、旭川市への通勤通学率は 13.5％と

なっています。 

美瑛町を中心とした周辺自治体への通勤・通学の状況をみると、上富良

野町から美瑛町への通勤・通学者が 106 名、美瑛町から上富良野町への通

勤・通学者が 97 名と、旭川市に次いで人数が多くなっています。 

 

図表Ⅱ-１-７ 周辺自治体への通勤・通学の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：人） 

男性 女性 男性 女性 男性 女性

北海道内 125 104 147 145 ▲ 22 ▲ 41

　　札幌市 22 10 28 25 ▲ 6 ▲ 15

　　旭川市 46 39 54 65 ▲ 8 ▲ 26

　　上川管内町村 24 21 12 18 12 3

　　その他の市町村 33 34 53 37 ▲ 20 ▲ 3

北海道外（東京圏） 19 16 20 19 ▲ 1 ▲ 3

北海道外（東京圏以外） 22 19 16 22 6 ▲ 3

合計 166 139 183 186 ▲ 17 ▲ 47

転入－転出転出転入

（単位：人） 

市町村名 人口
①当地に常駐する
就業者・通学者数

②美瑛町への
通勤通学者数

（入）

③美瑛町からの
通勤通学者

（出）

②-③
（入-出）

旭川市 339,605 161,307 689 746 ▲ 57

富良野市 22,936 12,506 31 50 ▲ 19

鷹栖町 7,018 3,644 6 3 3

東神楽町 10,233 5,372 64 52 12

当麻町 6,689 3,541 6 5 1

比布町 3,777 2,044 0 2 ▲ 2

愛別町 2,976 1,521 1 1 0

上川町 4,044 2,191 0 2 ▲ 2

東川町 8,111 4,376 39 39 0

上富良野町 10,826 5,958 106 97 9

中富良野町 5,069 2,672 16 9 7

※①については、従業通学地不詳を含まない
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（出典）「美瑛町人口ビジョン（令和 2 年 3 月）」より転載  

 

（８）人口の将来展望 

今後、美瑛町が「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて、人口減

少対策に関して効果的な施策を展開することで、合計特殊出生率について社

人研推計と同様の水準（約 1.48）となり、社会移動について 2025 年（令和

７年）以降、20～64 歳の男女が増加していくと仮定して将来展望を推計した

結果、2040 年（令和 22 年）時点の人口は 7,570 人、2060 年（令和 42 年）

時点の人口は 5,945 人となると想定しています。 

 

図表Ⅱ-１-５ 美瑛町の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）国提供資料より作成  

    「美瑛町人口ビジョン（令和 2 年 3 月）」より転載 

　　（人）

6,779

4,491

10,292

7,570

5,945

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2015年2020年2025年2030年2035年2040年2045年2050年2055年 2060年2065年

社人研準拠推計 美瑛町将来展望

【社会移動の仮定】 20～24 歳、25～29 歳、30～34 歳、35～39 歳、40～44 歳、45～49 歳、

50～54 歳、 

55～59 歳、60～64 歳の男女が 5 年間でそれぞれ 2 名ずつ増加してい
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 本町の移住定住施策については、平成 28 年 10 月より経済文化振興課に移住

定住推進係を新設、令和２年度からは、まちづくり推進課に移住定住推進室を

設置し（令和 5 年 7 月より住民生活課へ移管）、移住定住コーディネーターによ

る相談業務、ＳＮＳを活用した情報の発信、空き家情報バンク制度や定住住宅

取得助成事業など、移住・定住に係る施策を一元化することで効果的、戦略的に

人口維持、増加に取り組んでいます。 

 また、新規就農者については、一般財団法人美瑛町農業振興機構による官民

協働での支援体制を整備するとともに、美瑛町農業担い手研修センター「美進」

における実践的な研修により、安定した経営技術の習得が図られるよう取り組

みを進めています。 

 

（１）移住定住相談件数の推移 

平成２８年度以降の役場窓口・メール、オンライン移住相談及び都市部で

開催される移住相談会における移住定住相談件数は、以下のとおりです。 

 

（単位：件） 

年 度 
窓口・ﾒｰ

ﾙ・電話 
オンライン 移住相談会 計 前年比 

平成 28 年度 64 0 130 194 ― 

平成 29 年度 87 0 80 167 ▲27 

平成 30 年度 60 0 133 193 26 

令和元 年度 64 0 147 211 18 

64 87 60 64

160 170 194

23 31
34

130 80 133 147

14

77

99

0

50

100

150

200

250

300

350

平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和２年度令和３年度令和４年度

（件数）

窓口・メール・電話 オンライン 都市部移住フェア

 ２ 移住・定住に関する状況 
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令和２ 年度 160 23 14 197 ▲14 

令和３ 年度 170 31 77 278 81 

令和４ 年度 194 34 99 327 49 

 

（２）移住定住者実績 

平成２７年度以降に移住した方の実績は、以下のとおりです。 

 

 

年 度 
移住相談① 

二地域居住

体験住宅② 

定住促進 

住宅③ 
計 

世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数 

平成 27 年度 0 0 1 2 0 0 1 2 

平成 28 年度 0 0 2 5 3 9 5 14 

平成 29 年度 0 0 3 5 4 9 7 14 

平成 30 年度 1 1 3 7 4 10 8 18 

令 和 元 年 度 2 3 1 2 5 12 8 17 

1 3

25

41

77

2 5 5 7 2

2

0

0

9 9
10 12

20

17
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令 和 ２ 年 度 14 25 2 2 7 20 24 47 

令 和 ３ 年 度 24 41 0 0 6 17 30 58 

令 和 ４ 年 度 46 77 0 0 8 21 54 98 

合 計 87 147 12 23 38 98 137 268 

①移住相談：移住相談により移住した世帯数及び人数（②及び③除く） 

  ②二地域居住体験住宅：二地域居住体験住宅に移住した世帯数及び人数 

  ③定住促進住宅：定住促進住宅に移住した世帯数及び人数 

 

（３）定住住宅取得助成事業実績 

平成２９年度以降の定住住宅所得助成事業交付金の交付実績は、以下のと

おりです。 

 
 

年 度 
助成

件数 

助成金額 

（千円） 

物件内訳 助成者 加算 

新築 中古 
町内

在住 

転入

者 

子育

て 

町内

業者 

平成 29 年度 19 10,882 11 8 8 11 11 0 

平成 30 年度 29 16,394 20 9 23 6 22 1 
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20

10,882

16,394

24,580

16,669

15,556

21,620

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

5,000
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平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（人）（金額）

町内在住 移住 助成金額
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令 和 元 年 度 41 24,580 30 11 20 21 24 0 

令 和 ２ 年 度 29 16,669 20 9 19 10 15 1 

令 和 ３ 年 度 28 15,556 17 11 17 11 16 0 

令 和 ４ 年 度 36 21,620 26 10 16 20 17 0 

 

（４）新規就農者の推移 

平成１５年度以降の新規就農者の就農実績は、以下のとおりです。 

 
 

（単位：人） 

年 新規学卒 Ｕターン 新規参入者 計 

平 成 1 5 年 2 7 5 14 

平 成 1 6 年 7 3 0 10 

平 成 1 7 年 1 3 2 6 

平 成 1 8 年 4 3 1 8 

平 成 1 9 年 4 8 4 16 

平 成 2 0 年 4 7 2 13 

平 成 2 1 年 5 3 3 11 

平 成 2 2 年 5 3 2 10 

平 成 2 3 年 8 6 4 18 

平 成 2 4 年 4 5 4 13 
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平 成 2 5 年 3 2 2 7 

平 成 2 6 年 3 2 3 8 

平 成 2 7 年 2 3 7 12 

平 成 2 8 年 1 2 3 6 

平 成 2 9 年 2 2 4 8 

平 成 3 0 年 2 3 4 9 

令 和 元 年 5 3 0 8 

令 和 ２ 年 5 9 3 17 

令 和 ３ 年 0 1 5 6 

令 和 ４ 年 0 2 3 5 
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 Ⅲ  計画の基本的な考え方 
   

 

 １ 基本方向と基本目標（４つの戦略） 
  

 

 美瑛町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる基本方向と基本目標（４つの

戦略）に基づき事業を展開します。 

 

誰もが住みたい「丘のまちびえい」の創造 
～地域資源がひと・しごとを呼び込む循環づくり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが住みたい「丘のまちびえい」の創造 
～地域資源がひと・しごとを呼び込む循環づくり～ 

戦略１ 地域産業の活性化により雇用の場を生み出す 
 
     ⇒移住者の働く場所を創出し定住化を図る 

戦略２ 「丘のまちびえい」に新たな人の流れをつくる 
 
     ⇒関係人口の増加により移住・定住希望者の増加を図る 

 
（１）企業等への就業を目指す人への支援 
 
（２）農業への就業を目指す人への支援 
 
（３）起業・開業を目指す人への支援 
 

 
（１）移住しやすい環境づくり 
 
（２）空き家情報バンクを活用した空き家の利用促進 
 
（３）定住促進住宅、二地域居住体験住宅、民間賃貸住宅による定住促進 
 
（４）町営住宅や高齢者福祉住宅による住環境の確保 
 
（５）住環境整備に対する支援 
 
（６）関係人口の創出・拡大に向けた取り組み 
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 ２ 目指す成果（数値目標） 
  

 

成果指標名 
平成 27 年度～ 

令和元年度 

令和２年度～ 

令和６年度 

移住・定住促進施策を

通じた移住者数 
26 件 61 人 40 件 94 人 

 

  

戦略３ 将来にわたって安心して子育てができる環境づくり 
 
     ⇒総合的な子育て支援により子育て世代の移住を図る 

（１）子育て世代に対する支援の充実 
 
（２）子どもたちの成長を支える教育環境の充実 
 
（３）結婚・妊娠・出産・子育てができる環境の整備 
 

戦略４ 地域と地域の連携により住民の暮らしを守り、美瑛の魅力を発信する 
 
     ⇒美瑛の魅力を発信し多くの「ひと」を呼び込む 

 
（１）安心して暮らし続けることのできるまちづくり 
 
（２）町民参加の促進と生涯活躍のまちづくり 
 
（３）ホームページ・情報媒体の充実による魅力の発信 
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 Ⅳ  基本目標（４つの戦略）に基づく施策 
   

 

 
戦略１ 地域産業の活性化により雇用の場を生み出す 
     ⇒移住者の働く場所を創出し定住化を図る 

  

 

（１）企業等への就業を目指す人への支援 

①現状 

企業等への就業に関する情報については、ハローワーク旭川及びハローワ

ーク富良野がホームページにて提供する求人情報や町内企業の求人情報を役

場庁舎１階町民コーナーに掲示していますが、現状では町が企業と就業希望

者のマッチングに積極的に関わっている状況ではありません。今後、町ホー

ムページにおける求人情報を充実させるとともに、ＵＩＪターン新規就業支

援事業の活用や無料職業紹介事業の推進により、雇用機会の創出を図りま

す。 

また、介護福祉人材の確保に当たり、新たに就職する福祉従事者並びに介

護福祉士の国家資格取得を目指す外国人留学生に対する支援や介護分野への

参入を促進する介護入門研修の開催、地域力の維持、強化を図るために必要

な担い手となる地域おこし協力隊の受入など、事業を通して人材を育成し、

移住定住に結びつくよう支援していきます。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

外国人介護福祉人

材育成支援事業 

介護福祉士の国家資格取得を目指す外国人留

学生に対する生活支援を含めた奨学金を負担

する。 

・留学期間：2 年・奨学金：2,500 千円/年 

保健福祉課地

域支援係 

介護入門研修（包

括的支援事業・任

意事業） 

介護人材不足を解消するため、介護入門研修

を開催し、介護分野への参入を支援する。 

保健福祉課地

域支援係 

福祉人材確保事業 町内の福祉関係事業所に新たに就職する福祉

従事者を対象に、福祉人材確保事業交付金を

交付することにより、福祉従事者不足の解消

を図る。 

保健福祉課地

域支援係 

地域おこし協力隊

管理事業 

地域ＰＲ等、効果的な活動や地域力の維持、

強化を図るために必要となる人材を確保す

る。 

・雇用期間：3 年・年収：3,300 千円 

・活動費補助：約 1,000 千円／年 

総務課職員係 
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商工業振興関係支

援事業 

中小企業者等の人材育成のため、中小企業大

学校旭川校での研修受講に対し受講料の一部

を補助する。 

・補助額：受講料の 1/2 以内 

・限度額：24 千円 

商工観光交流

課商工・労働

係 

 

（２）農業への就業を目指す人への支援 

①現状 

農業への就業については、一般財団法人美瑛町農業振興機構にて新規就

農者や担い手後継者の就農に係る農業技術の指導や経営等に関する知識の

習得等をサポートし、さらには、就農初期段階の青年就農者に対する所得

確保、高収益作物の振興に伴う設備導入に対する就農資金の補助など、本

町の基幹産業である農業の振興の取り組みとして、農業経営の担い手とな

ることが期待される意欲的な新規就農者への支援を行っています。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

農業担い手研修セ

ンター管理運営事

業 

町内で就農を目指す方に対して農業研修事業

を実施。担い手研修センターでは、研修期間

中の居住環境が確保され、実践を通した栽培

技術、営農知識を習得する。 

・長期研修 居住室（1LDK）：13 千円/月 

居住室（2LDK）：17～18 千円/月

居住室（3LDK）：20 千円/月 

・短期研修 宿泊室：1,100 円/泊/人 

美瑛町 

農業振興機構 

新規就農者等就農

支援事業（助成事

業） 

研修期間を終了した新規就農者（50 歳未満）

に対して助成する。 

・独立、自営就農：2,000 千円 

・法人構成員：500 千円  

・法人従業員：100 千円 

農業振興機構 

新規就農者等就農

支援事業（貸付事

業） 

研修期間を終了した新規就農者（50 歳未満）

に対する貸付資金を無利子とする。 

・限度額：5,000 千円 

農業振興機構 

新農業人研修奨励

支援事業 

農業技術、経営等に関する知識の習得を目的

とした新農業人研修の修了者に対し交付す

る。 

・奨励支援金：200 千円 

農業振興機構 

担い手農業後継者

育成研修助成事業 

経営移譲を予定する担い手後継者の就学に要

する費用を助成する。 

・助成限度額：600 千円（50 千円/月） 

農業振興機構 
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経営継承・発展等

支援事業 

先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた

後継者に対し、その経営を発展させる取組を

支援する。 

・補助上限額：1,000 千円 

農林課 

農業振興係 

長期農業研修生実

践研修支援事業 

農業担い手研修センターの長期研修生に対し

月額の基本支援及び収量実績に応じた支援を

行う。 

・基本支援：30 千円/月 

・実績支援：最大 440 千円/年 

農業振興機構 

長期農業研修住宅

助成事業 

農業担い手研修センターに居住していない研

修生に対して家賃の一部を助成する。 

・助成額：月額家賃から 30 千円を除いた額 

農業振興機構 

新規就農者育成総

合対策（就農準備

資金） 

長期研修期間中の所得を確保する資金を２年

間交付する。 

・交付額：1,500 千円/年 

農業振興機構 

新規就農者育成総

合対策（経営開始

資金） 

経営開始直後の青年就農者に対して所得を確

保する資金を最大３年間交付する。 

・交付額： 1,500 千円/年 

農林課農業振

興係 

新規就農者育成総

合対策（経営発展

支援事業） 

新規就農後の経営発展のために、機械・施設

等を導入する場合の資金を支援する。 

・補助対象事業費上限：5,000 千円 

・補助率：75％ 

農林課農業振

興係 

農業労務確保対策

事業補助金 

町外からの農業労務者に対し、家賃の一部、

着任及び帰郷費を補助する。 

ＪＡびえい 

高収益作物振興対

策補助事業ほか 

ビニールハウス、加温機等導入費用への助成 

・補助率：総事業費の 40％ 

美瑛町 

ＪＡびえい 

  ※その他、長期農業研修時の支援として、（公財）北海道農業公社の「農家研修受入体

制強化事業」「大型特殊免許取得支援事業」による助成があり、また、認定新規就農

者に対し、農業経営の開始に必要となる機械施設の購入等資金について無利子で融資

を受ける「青年等就農資金」の制度があります。 

 

（３）起業・開業を目指す人への支援 

①現状 

起業・開業に対する支援については、町内で新たに創業する事業者に対し

店舗改修費や備品購入費の一部を補助する起業支援事業を推進し、移住者が

起業しやすい環境整備を進めます。 

さらに、本町の企業振興、工業の高度化、観光振興に寄与する事業場の新

設または増設に対し助成を行う企業振興促進補助事業を活用した企業誘致を

進め、雇用の拡大を図ります。 
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②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

起業支援事業 町内で新たに起業する事業者に対し、開業

に必要な費用の一部を助成する。 

・対象経費：店舗等に係る購入費、改修費等 

・補助率：補助対象経費の 1/2 以内 

・助成限度額：2,000 千円（本通り、丸山

通り沿いで起業する場合は、1,000 千円

上乗せ） 

 

【創業支援特別融資制度】 

上記補助を活用した創業者のうち希望者に

対し、北海道銀行美瑛支店及び旭川信用金

庫美瑛支店が取扱う設備資金を対象に低金

利融資を行う。 

・融資期間：7 年以内（据置期間 6 か月） 

・融資内容：利率 1.1％、限度額 7,000 千円 

商工観光交流

課商工・労働

係 

企業振興促進補助

事業 

町内に事業所を新設または増設する場合に助

成する。 

・事業場設置に対する固定資産税等の不均一

課税：事業場新設又は増設により取得した固

定資産に対し、固定資産税額を優遇（5 年

間） 

・土地取得助成：土地取得価格の 25％を助成

・雇用助成：新たな雇用者 1 人につき上限

100 千円を助成 

・緑化助成：緑地の設置費用の 25％を助成 

商工観光交流

課商工・労働

係 
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戦略２ 「丘のまちびえい」に新たな人の流れをつくる 
     ⇒関係人口の増加により移住・定住希望者の増加を図る 

  

 

（１）移住しやすい環境づくり 

①現状 

令和２年４月、機構改革により役場内に移住定住推進室を設置し、各課

で担当していた移住定住施策を一元的に担うことで効果的、戦略的に人口

維持、増加に向けた取り組みを進めています。 

移住定住推進室は、移住希望者の相談窓口となる移住相談業務のほか、

二地域居住体験住宅や定住促進住宅の管理、定住住宅取得助成金の交付や

空き家情報バンクの管理運営といった一連の業務を集約するとともに、移

住希望者が本町へ定住するまでの期間や移住後においても長期的な視点に

立ち、信頼関係を構築し携わっていく移住定住コーディネーターを配置す

ることで、総合的なワンストップ窓口体制を構築し、施策を推進していき

ます。 

また、町と町民と民間団体が連携・協力してまち全体で移住者を迎え入

れる体制を構築するため、令和３年度に「丘のまちびえい移住定住促進協

議会」を設立し、移住者と町民が気軽に相談できるコミュニティの創出を

図っています。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

移住対策事業 都市部で開催される北海道暮らしフェア等の

移住相談会に出展し、移住相談を行う。 

また、移住定住コーディネーターの配置やオ

ンライン移住相談等により、きめ細やかな移

住相談体制を構築する。 

住民生活課移

住定住推進室 

移住定住促進協議

会補助事業 

就業や空き家に係る情報を収集し、移住希望

者へ提供する。また、移住者交流会や移住体

験ツアー、移住定住サロン等を開催する。 

住民生活課移

住定住推進室 

奨学金返還支援事

業 

貸与型奨学金の返納に係る経費の一部を補助

することにより、若者の町内定住及び町内事

業者等への就業の促進を図る。 

対象：認定申請年度の 4 月 1 日時点で 30 歳

以下の者 

期間：10 年 

補助限度額：15,000 円＊ 

×補助対象期間の月数 

（＊美瑛高校卒業者は 20,000 円） 

住民生活課移

住定住推進室 
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（２）空き家情報バンク制度を活用した空き家・空き地の利用促進 

①現状 

令和２年度より公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部と連携を

図り、町内の空き家・空き地情報を、旭川市内近郊の不動産物件に関する情

報を提供している株式会社アイアールアイとリンクさせ、本町ホームページ

にて提供ができるよう、美瑛町空き家情報バンク制度を運用しています。こ

の制度により、町内外に向けてリアルタイムな物件情報の発信が可能となる

ことから、町内に点在する空き家や空き地を移住定住者に紹介することがで

きるよう、広報紙やＳＮＳ等により制度の周知を図り、物件情報の収集に努

めます。 

なお、美瑛町空家等対策計画に基づき、所有者に空き家等を適切に管理

していただくとともに、空き家情報バンクを活用した既存住宅の流通促進

や地域活性化のための活用、危険な空き家等の除却促進など、空き家等に

対して継続的な取り組みを進めます。 

 

【美瑛町空き家情報バンクフロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①空き家・空き地の相談 ②空き家・空き地情報の報告 ③取扱い希望事業者連絡 

④登録事業者（仲介業者）の紹介 ⑤仲介業者の選定・相談 ⑥媒介契約の交渉・締結    

⑦媒介契約成立の把握【町バンクへの正式登録】 ⑧北海道バンクへの情報共有  

⑨物件情報の公開【㈱アイアールアイ HP・町 HP・道バンク HP】 ⑩希望物件の交渉・契約   

⑪契約成立の把握 

 

 

 

 

空き地・空き家 

所有者 

美瑛町役場 

移住定住推進室 

【町バンク】 

北海道空き家情報 

バンク 

不動産事業者 

（登録事業者） 

空き家・空き地 

利用希望者 
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②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

空き家情報バンク

制度 

町ホームページにてリアルタイムな空き家・

空き地情報を提供し、移住定住希望者に提案

することで定住人口の増加に努める。 

住民生活課移

住定住推進室 

空き家等解体支援

事業 

用途地域内の築 40 年を経過した空き家の解

体に係る費用の一部を補助する。 

・町内業者：助成率 1/2（補助上限 400 千円）

・町外業者：助成率 1/3（補助上限 300 千円）

建設水道課建

築係 

美瑛町空家等対策

計画 

空き家等の所有者に対して適切な維持管理や

活用、危険空き家の判断基準を定め、空き家

に起因する事故やトラブルを未然に防ぐ。ま

た、空き家等の情報に係るデータベースを整

備し、庁内での情報共有及び更新を図る。 

住民生活課町

営住宅係 

 

（３）定住促進住宅や民間賃貸住宅、二地域居住体験住宅による定住促進 

①現状 

本町に定住を希望する方に対し、定住までの準備期間の住宅として定住

促進住宅を整備しています。この定住促進住宅は、本町に定住しながら空

き家を含む新たな住まいや土地等の物件を探すことができるため、より確

実な定住につながると考えています。 

また、定住促進住宅の物件数が 15 戸と限られている現状から、より多く

の移住希望者の受け入れが可能となるよう民間賃貸住宅の家賃の一部を助成

し、本町への移住及び定住を促進しています。 

町内にセカンドホームを持ちたい方や移住を希望している方に向け、地

元産のカラマツ材を使った二地域居住体験住宅を整備し、おためし暮らし

の推進を図っています。 

 

【定住促進住宅：15 戸】 

施設名 
面積

（㎡） 
位 置 間取り 家 賃 

本町住宅 1 号室 99.05 本町 3 丁目 4 番 2 号 3LDK 30,000 円 

本町住宅 2 号室 99.05 本町 3 丁目 4 番 17 号 3LDK 30,000 円 

栄町住宅 1 号室 105.30 栄町 2 丁目 1 番 23 号 3LDK 40,000 円 

東町住宅 1 号室 72.09 東町 4 丁目 3 番 16 号 3LDK 25,000 円 

東町住宅 2 号室 68.04 東町 4 丁目 11 番 14 号 3LDK 25,000 円 

東町住宅 3 号室 68.04 東町 4 丁目 7 番 6 号 3LDK 25,000 円 

東町住宅 4 号室 68.04 東町 4 丁目 9 番 8 号 3LDK 25,000 円 
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【二地域居住体験住宅：９戸】 

 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

定住促進住宅管理

事業 

定住を希望する方に対し、定住までの準備期

間の住宅として定住促進住宅を整備し、定住

人口の増加を図る。 

住民生活課移

住定住推進室 

移住定住促進民間

賃貸住宅家賃助成

事業 

民間賃貸住宅の家賃の一部を地域通貨にて助

成する。 

・助成額：月額家賃の 1/2（助成上限 10,000

ポイント） 

・助成期間：36 月まで 

・子育て加算：10,000 ポイント 

住民生活課移

住定住推進室 

セカンドホームツ

ーリズム事業 

町内にセカンドホームを持ちたい方や移住を

希望している方に向け、二地域居住体験住宅

によるおためし暮らしを推進する。 

住民生活課移

住定住推進室 

東町住宅 5 号室 68.04 東町 4 丁目 11 番 13 号 3LDK 25,000 円 

寿町住宅 1 号室 149.84 寿町 3 丁目 1 番 25 号 4LDK 40,000 円 

美馬牛住宅 1 号室 68.04 美馬牛南 2 丁目 2 番 66 号 3LDK 20,000 円 

美馬牛住宅 2 号室 68.04 美馬牛南 2 丁目 2 番 62 号 3LDK 20,000 円 

美沢住宅 1 号室 72.09 字美沢中央 3LDK 20,000 円 

下宇莫別住宅 1 号室 116.18 字下宇莫別朝日 5LDK 30,000 円 

下宇莫別住宅 2 号室 72.09 字下宇莫別朝日 3LDK 20,000 円 

下宇莫別住宅 3 号室 157.14 字下宇莫別朝日 6LDK 35,000 円 

施設名 サイズ 位 置 最大人数 使用料 

水沢体験住宅（Ａ棟） 中 字水沢春日台第２ ２ 52,000 円 

水沢体験住宅（Ｂ棟） 中 字水沢春日台第２ ２ 52,000 円 

水沢体験住宅（Ｃ棟） 小 字水沢春日台第２ ２ 42,000 円 

水沢体験住宅（Ｄ棟） 大 字水沢春日台第２ ４ 63,000 円 

水沢体験住宅（Ｅ棟） 大 字水沢春日台第２ ４ 63,000 円 

水沢体験住宅（Ｆ棟） 大 字水沢春日台第２ ４ 63,000 円 

ビルケの森体験住宅 － 字白金 － 82,000 円 

幸町体験住宅１号室 － 幸町 3 丁目 1 番 34 号 － 61,000 円 

幸町体験住宅２号室 － 幸町 3 丁目 1 番 31 号 － 60,000 円 
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（４）町営住宅や高齢者福祉住宅による住環境の確保 

①現状 

美瑛町住生活基本計画及び美瑛町公営住宅等長寿命化計画に基づき、町

営住宅の管理運営と計画的な維持修繕を行い、住宅に困窮する低所得者や

子育て世帯に対し、低廉な家賃の賃貸住宅を提供しています。 

また、生活環境、家庭環境、住宅事情等により独居生活が営めない高齢

者に対し、安心して住みなれた地域で生活することができるよう高齢者福

祉住宅を提供しています。 

 

【公営住宅：388 戸】 

団地名 住宅の所在 戸数 団地名 住宅の所在 戸

数 

南町団地 南町 1 丁目 36 旭町団地 旭町 1・2 丁目 32 

中町団地 中町 4 丁目 69 憩町団地 憩町 2 丁目 20 

白樺団地 旭町 3・4 丁目 58 日の出団地 錦町 24 

東町団地 東町 3・4 丁目 64 東町第２団地 東町 3 丁目 44 

美馬牛団地 美馬牛北 3 丁

目 

4 大町団地 大町 1 丁目 16 

大町第２団地 大町 1 丁目 12 北町団地 北町 1 丁目 12 

 

【町営住宅：75 戸】 

団地名 住宅の所在 戸数 団地名 住宅の所在 戸

数 

南町一般(1) 南町 5 丁目 3 南町一般(2) 南町 1 丁目 4 

旭町一般 旭町 4 丁目 6 朗根内一般 朗根内町内 2 

美馬牛一般 美馬牛南 2 丁目 1 西町一般 西町 1 丁目 17 

憩町一般 憩町 1 丁目 9 美沢一般 美沢美生 1 

東町一般 東町 3 丁目 2 中宇莫別一般 中宇莫別第 2 3 

置杵牛一般 置杵牛中央 3 美田一般 美田第 2 3 

西美一般 瑠辺蘂第 2 4 五稜一般 五稜第 5 2 

俵真布一般 俵真布中央他 4 北瑛一般 北瑛第 2 3 

旭一般 旭北星 4 二股一般 二股共栄 1 

下宇莫別一般 下宇莫別 2    

 

【特定公共賃貸住宅：3 戸】 

団地名 住宅の所在 戸数 

中町団地（5 号棟） 中町 4 丁目 3 番 8 号 3 
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【高齢者福祉住宅：35 人】 

名 称 住宅の所在 定員 

南町高齢者福祉住宅 南町 1 丁目 2 番 25 号 20 人 

西町高齢者福祉住宅 西町 2 丁目 3 番 22 号 15 人 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

町営住宅管理事業 住宅に困窮する低所得者や子育て世帯に対

し、低廉な家賃の賃貸住宅を提供する。 

住民生活課町

営住宅係 

高齢者福祉住宅管

理運営事業 

援護を必要とする高齢者に対し、高齢者福祉

住宅を提供する。 

保健福祉課社

会係 

 

（５）住環境整備に対する支援 

①現状 

本町における住環境整備の支援については、新たに住宅を取得した方に

対し、その費用の一部を助成する定住住宅取得助成事業の実施により、本

町への移住定住が促進され、定住人口の増加につながっています。今後と

も、空き家情報バンクによる中古物件や土地に係る情報の発信に努め、新

たな住宅の取得者数が増加するよう取り組みを進めます。 

また、合併処理浄化槽の設置及び管理経費に係る補助金、既存住宅にお

ける段差解消等、日常生活の支えとなる住環境整備に対する助成金につい

ても、新たな住宅の取得者数の増加につながる事業として捉え、積極的に

周知していきます。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

定住住宅取得助成

事業 

町内に新たに住宅を取得した方に対して、取

得費用等の一部を助成する。 

・助成額：新築 500 千円、中古 300 千円 

・加 算：転入者 200 千円、子育て 100 千円 

     町内業者 500 千円 

・地域材使用加算：購入費の 20％ 

（上限額 300 千円、認証材 1,000 千円） 

住民生活課

移住定住推

進室 

合併処理浄化槽設

置整備事業 

専用住宅及び店舗併用住宅に設置する合併処

理浄化槽に対し、費用の一部を補助する。 

・補助額：5 人槽 390 千円、7 人槽 474 千円 

10 人槽 660 千円 

・改修加算：200 千円 

建設水道課

建築係 



26 
 

浄化槽管理経費補

助事業 

設置した浄化槽の保守点検、汚泥抜取等の管

理経費に対し、費用の一部を補助する。 

・補助額：補助対象経費の 1/2 以内 

（人槽別上限額 19 千円～29 千円） 

建設水道課

建築係 

美瑛町住宅リフォ

ーム等助成事業 

新築後 20 年を経過している既存住宅の改修

が対象で要件に該当する場合、対象工事費用

の 1/2 かつそれぞれの上限額を助成する。 

・省エネルギー化 上限 10 万円 

・バリアフリー化 上限 30 万円 

・一般改修 上限 10 万円 

・町内業者による施工 など 

建設水道課

建築係 

 

（６）関係人口の創出・拡大に向けた取り組み 

①現状 

本町の活性化を図り地域課題を解決するためには、観光として本町を訪れ

ている観光客やイベント参加者など、交流人口の関係から地域と地域の人々

と多様に関わる「関係人口」へと関係を深化させ、その発想やスキルをまち

づくりに生かしていく必要があります。このため、地域人材育成研修交流セ

ンターを拠点に生成的な「場」をつくり、ワークショップやイベント等の開

催により関係性を構築するコ・ワーケションビレッジ構想推進事業や二地域

居住体験住宅を活用したテレワーク推進事業の実施により関係人口の創出・

拡大に向けた取り組みを進めます。 

また、郷土美瑛を応援する組織である北海道びえい会及び東京美瑛会の

組織運営を支援し、都市との交流により関係人口の増加を図ります。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

関係人口創出事業 関係人口と地域の課題やニーズを意識的にマ

ッチングさせ、その発想やスキルをまちづく

りに生かしていく関係を構築するほか、地域

人材育成研修交流センターを拠点とする研修

活動やテレワークを推進する。 

まちづくり推

進課政策調整

係 

テレワーク推進事

業 

二地域居住体験住宅にてテレワークを行う企

業や個人事業主に対し、家賃の一部を助成す

る。 

・助成額：月額使用料の 1/2 

・助成方法：助成額のうち、助成金 1/2、地

域通貨 1/2(助成期間 2 月まで) 

・町費用負担：光熱水費、Wi-Fi 使用料免除 

住民生活課移

住定住推進室 
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まちづくり寄附管

理事業 

「丘のまちびえい」を応援するまちづくり寄

附及び企業版ふるさと納税の獲得により関係

人口の創出を図る。 

まちづくり推

進課政策調整

係 

ふるさと会支援事

業 

北海道びえい会及び東京美瑛会の組織運営の

支援を通し、本町と都市における関係人口の

増加を図る。 

商工観光交流

課交流振興係 
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（１）子育て世代に対する支援の充実 

①現状 

本町では、子育て世代が安心して子どもを産み育てられるよう、子育て

に関する相談体制の強化や交流の場の創出等、保育環境の充実に努めてい

ます。 

また、学校給食の無償化や 18 歳到達年度末までの子に対する入院・通院

に係る医療費の全額助成等、保護者の経済的負担に対する軽減策にも重点

を置いてきました。 

今後、「子育てしやすいまち」として移住・定住希望者に認識されるよ

う、子育て世代のニーズに合わせた更なる支援策の充実を図ります。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

乳幼児世帯ゴミ処

理券無料交付 

住民登録した月から満３歳に到達する月の前

月の月数に４を乗じた枚数の可燃ゴミ処理券

を無料交付する。 

住民生活課

住民生活係 

丘のまちびえいす

くすくサポート事

業 

出生時、小学校・中学校・高校入学時に祝福

の意を込めた祝品等を贈呈する。 

・出生時：写真フレーム、美瑛産米、写真撮

影券 

・小学校入学時：学用品一式 

・中学校入学式：指定制服及びジャージ一式 

・高校入学準備金：３万円(美瑛高校を除く) 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

 

幼児教育・保育利

用者負担軽減事業 

町内公立保育所及び幼保連携型認定こども園

における 3 号認定（保育 3 歳未満児）の保育

料を基準額の 1/2 に軽減する。 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

学校給食管理運営

事業 

町内小中学校において保護者が負担すべき給

食費を無償とする。 

教育委員会

管理課学務

係 

乳幼児等医療給付

事業 

18 歳到達年度末までの子に対する入通院に

係る医療費の全額を助成する。 

保健福祉課

福祉係 

幼児教育・保育副

食費補助事業 

町内公立保育所及び幼保連携型認定こども園

の在園児に係る副食費のうち、国基準額の全

額を補助する。 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

 
戦略３ 将来にわたって安心して子育てができる環境づくり 
     ⇒総合的な子育て支援により子育て世代の移住を図る 

  



29 
 

一時預かり利用者

負担軽減助成事業 

保護者の都合により一時的に町内ＮＰＯ法人

に子どもを預ける場合に要する利用料金の一

部を助成する。 

・助成額：1 時間当たり 500 円 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

施設等利用給付費 

事業 

認定こども園の一時預かり保育利用料の一部

を助成する。 

・助成額：1 日当たり 450 円 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

こども緊急さぽね

っと事業 

利用会員の病児・病後児の預かり、保育所等

への送迎や一時預かり等に要する利用料金の

一部を助成する。 

・助成額：利用料金の６割 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

ひとり親世帯等生

活支援事業 

子育て家庭に家庭生活支援員を派遣し、家事

や介護支援等を行い、育児の負担軽減を図

る。 

保健福祉課

子ども・子

育て支援室 

子育て支援事業 遊び、情報の場の提供、育児相談を通して子

育て親子の交流促進や育児に係る不安軽減を

図り、子どもの健やかな育ちを支援する。 

保健福祉課

子ども支援

センター 

発達支援事業 発達に心配のある子どもやその保護者を対象

に日常生活動作やコミュニケーション能力及

び集団生活への適応力等の向上を図るととも

に、保護者の育児不安の軽減を図る。 

保健福祉課

子ども支援

センター 

ブックスタート事

業 

生後６か月に達した乳幼児を対象として読み

聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせ

体験を行い、絵本２冊を贈呈する。 

図書館図書

係 

 

（２）子どもたちの成長を支える教育環境の充実 

①現状 

本町では、特色ある教育活動を推進するとともに、全ての子どもを対象

とした支援教育により、個々の特性に合わせた指導の充実や早期からの教

育相談など将来を見据えた支援を行っています。 

また、美瑛高校の教育活動や生徒の就学に係る保護者の経費等に対する

支援により、生徒数の増加を図るとともに、地域と連携した教育活動や生

徒の社会貢献活動を促進し、地域の活性化を図ります。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

要保護及び準要保

護児童生徒援助事

業 

経済的理由により就学困難な児童生徒の保護

者に対して、学用品費、校外活動費等、必要

な就学援助を行う。 

教育委員会管

理課学務係 
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小中学校通級指導

推進事業 

通常の学級に在籍しながら、児童生徒の実態

に合わせ必要となる学習部分を、通級指導教

室においてきめ細やかに補う。 

教育委員会管

理課学務係 

土曜学習事業 小学生における土曜日の有効利用を目的に普

段学ぶことが少ない内容の学習機会を設け

る。 

教育委員会管

理課学務係 

小学生学習ルーム 

事業 

小学３～６年生を対象とした学習ルームを長

期休業中にそれぞれ３日間開設し、国語、算

数、外国語のふりかえり学習を実施する。 

教育委員会管

理課学務係 

人づくり育成事業 小学６年生と中学３年生を対象に、少年少女

道外研修を実施する。事前研修・事後研修を

行い計画的・継続的な学習の場を提供する。 

文化スポーツ

課文化振興係 

公民館事業 町内の子どもたちを対象に、小学生向け親子

クッキングや道内自然体験事業等を実施す

る。 

文化スポーツ

課文化振興係 

美瑛学推進事業 町内の子どもたちを対象に、地域の郷土・文

化及び自然について学ぶ事業を実施する。 

文化スポーツ

課郷土学館業

務係 

小中学校特別支援

教育就学奨励事業 

特別支援学級在籍児童生徒の保護者の経済的

負担の軽減を図るため、就学に必要な学用品

等の経費の一部を援助する。 

教育委員会管

理課学務係 

読書活動応援事業 読書習慣の定着と家読活動を推進するため、

中学生以下を対象に読書通帳の終了ごとに本

を１冊贈呈する。 

図書館図書係 

美瑛高等学校教育

環境振興補助事業 

美瑛高校における模擬試験受講料、資格試験

受講料等の教育活動に伴う費用及び入学準備

補助、通学補助等の生徒の就学に係る保護者

の費用等に対し支援を行う。 

まちづくり推

進課政策調整

係 

 

（３）結婚・妊娠・出産・子育てができる環境の整備 

①現状 

本町では、安心して子育てができる環境づくりとして、妊産婦や乳幼児

に係る健診、子どもノートの配布、母子手帳・子育て支援アプリの導入な

ど、妊娠・出産・子育てに至る切れ目のない相談支援体制の充実を図ると

ともに、不妊治療費や妊産婦健診等の交通費、産後母子ケア費用、予防接

種法に基づく定期接種費用の全額と、一部の任意接種費用に対する助成な

ど、経済的負担の軽減を図ることで子育て世帯の支援を行っています。 

農業者及び農業後継者のパートナー対策では、専任の結婚相談員を配置

し、アグリパートナー事業における婚活イベントの開催や結婚相談などを行

っています。また、結婚を機に本町へ移住された方々に対しても、美瑛町で
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暮らす上での情報交換や子育ての悩みを共有できるような交流会を開催する

など、きめ細やかな対応により、農業者及び配偶者が相談しやすい環境作り

に努めています。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

妊婦健診事業 妊婦・胎児の健康保持増進に係る健診費用助

成や個別支援の実施、不妊治療費の一部助成

および、妊娠確定前初回産科受診費用につい

て助成する。 

保健福祉課保

健センター 

妊産婦健診・出産

交通費助成事業 

妊産婦健診及び出産時の医療機関受診に係る

交通費を助成する。 

・助成額：1 回につき 840 円（片道） 

保健福祉課保

健センター 

産後母子ケア費用

助成事業 

新生児聴覚検査など生後 1 か月までの健診費

用等の全額助成、産後 1 年未満の産婦に対す

る健診、相談、ケアに要する費用の一部を助

成する。 

・助成額：産婦健診 1 回につき上限 5 千円 

     産後・母乳ケア  

1 割程度自己負担 

保健福祉課保

健センター 

出産・子育て応援

交付金事業 

妊娠・出産・育児の伴走型支援と、経済的

支援を行う。 

・出産応援給付金 妊娠１回につき 5 万円 

・子育て応援給付金 児童１人につき 5 万円 

保健福祉課子

ども・子育て

支援室 

予防接種事業 予防接種法に基づく定期接種費用の全額、任

意接種費用の一部を助成する。 

・任意接種助成対象：風しん（19～50 歳未

満の女性他）インフルエンザ（生後 6 か

月～高校生に相当する年齢の子ども、妊

婦） 

保健福祉課保

健センター 

先天性股関節脱臼

検診事業 

乳幼児における先天性股関節脱臼検診を実施

し、費用の全額を助成する。 

保健福祉課保

健センター 

育児力育成指導事業 子どもの育ちの原理に基づく育児書として、

3 歳までの子ども一人一人に「子どもノー

ト」を配布する。また、子どもの成長記録や

予防接種の接種歴及びスケジュール管理等に

活用できる「母子手帳・子育て支援アプリ」

を導入し、子育て世代を支援する。 

保健福祉課保

健センター 
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農業後継者結婚相

談事業 

農業者及び農業後継者の配偶者を確保するた

め結婚相談員を配置し、婚活イベントの開

催、結婚相談などを行う。 

農業委員会庶

務係 

結婚相談所設置事

業 

美瑛町社会福祉協議会会長より委嘱を受けた

相談員が定例の相談日に結婚を希望される方

に対し、本人や家族の意向に沿って適切な異

性の紹介や結婚に至るまでの助言や支援を行

う。 

社会福祉法人

美瑛町社会福

祉協議会 

結婚新生活支援事

業 

結婚時に共に 39 歳以下の夫婦の新生活に係

る引っ越しや家賃等の費用を支援する。 

・助成額：30 万円  

保健福祉課社

会係 
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戦略４ 地域と地域の連携により住民の暮らしを守り、美瑛の魅力を発信する 
     ⇒美瑛の魅力を発信し多くの「ひと」を呼び込む 

  

 

（１）安心して暮らし続けることのできるまちづくり 

①現状 

本町では、全ての町民が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活が送

れるよう、福祉ハイヤーの借上げ、緊急通報システムの運営等、福祉施策

の充実を図っています。 

また、移送サービスや除排雪サービス、くらし援助サービス等、生活支

援を必要とする要配慮者に対するきめ細やかな支援を行うとともに、健康

マイレージ事業、がん検診や歯周病検診等、生活習慣病の予防や重症化対

策に取り組むことで健康寿命の延伸に努めていきます。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

福祉ハイヤー借上

事業 

70 歳以上の高齢者及び 1～3 級の障がい者で自

家用車等交通手段を持たない交通弱者に対し、

ハイヤー利用助成券を交付する。 

・助成額：高齢者 15～20 千円 

     重度障害者 18～25 千円 

保健福祉課

社会係 

準要保護世帯等法

外援護事業 

生活困窮世帯に対し、年末の生活資金増大時

期に援護費を支給する。 

・支給額：1 世帯当たり 25 千円 

保健福祉課

社会係 

緊急通報システム

運営事業 

ひとり暮らしの高齢者等の家に緊急通報装置

本体、付属ペンダント、煙センサーを設置

し、緊急通報システムによる安否確認を行

う。 

保健福祉課

地域支援係 

介護サービス利用

料軽減助成事業 

町民税非課税世帯の介護認定者に対し、訪問

通所系サービス利用料の一部を助成する。 

・助成額：利用者負担額の 1/2 

保健福祉課

地域支援係 

白金線老人交通費

助成事業 

70 歳以上の高齢者及び障がい者に対し道北バ

ス白金線の無料乗車券を交付する。 

保健福祉課

社会係 

移送サービス事業 一般車両の利用が困難な在宅寝たきり高齢者

を対象に、車いす用リフト付き特殊車両にて

医療機関への送迎を行う。（一部自己負担） 

保健福祉課

地域支援係 

除排雪サービス事

業 

独居又は高齢者世帯等の在宅生活が継続でき

るよう冬期間の屋根の雪下ろし及び排雪作業

を行う。（一部自己負担） 

保健福祉課

地域支援係 
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くらし援助サービ

ス事業 

軽度の生活の手伝いにより在宅生活が可能な

方に対し、訪問による生活支援を提供する。

また、不測の事態により一時保護が必要な高

齢者や障害者等に対し、安全な宿泊の場を提

供する。（一部自己負担） 

保健福祉課

地域支援係 

美瑛町高齢者補聴

器購入費助成事業 

聴力の低下により、コミュニケーションがと

りにくい高齢者に対し、補聴器の購入費の一

部を助成することにより、聴力低下による閉

じこもりを防止し、積極的な社会参加を支援

する。 

・助成上限額：片耳 25 千円 

保健福祉課

地域支援係 

訪問看護ステーシ

ョン利用料軽減助

成 

事業 

訪問看護事業の利用者に対し、訪問看護に要

する利用料の一部を助成する。 

・対象利用料：超過料金、休日加算、夜間・

早朝料金、交通費の一部 

保健福祉課

地域支援係 

特定疾患患者交通

費助成事業 

特定疾患認定患者が、治療及びリハビリのた

め町外の医療機関に通院する際の交通費の一

部を助成する。 

保健福祉課

福祉係 

人工透析患者交通

費助成事業 

人工透析のため町外の医療機関に通院する際

の交通費の一部を助成する。 

保健福祉課

福祉係 

障害者等療育施設

訓練所交通費助成

事業 

障害者施設等において、療育訓練や機能回復

訓練等を受けて、社会参加を目指す障がい者

（児）及び保護者の通所に要する交通費の一

部を助成する。 

保健福祉課

福祉係 

精神保健事業 精神科領域における症状の早期発見、早期治

療のため、精神科医による個別相談や学習

会、講演会を行う。 

保健福祉課保

健センター 

感染症予防等管理

事業 

エキノコックス症検査及び 65 歳以上の結核検

診を無料で実施する。 

保健福祉課保

健センター 

緊急風しん予防対

策事業 

定期接種の機会がなかった特定年代の男性に

対し風しん抗体検査を実施し、結果に応じ実

施した予防接種費用の全額を助成する。 

保健福祉課保

健センター 

健診事業 各種がん検診、20 歳以上の町民特定健診の費

用の一部を助成する。 

保健福祉課保

健センター 

健康推進事業 健康づくりを目的とした自主的な活動に対し

てマイルを付与し、貯まったマイル数に応じ

て健康に関する特典を贈呈する。 

保健福祉課保

健センター 

がん検診推進事業 特定年齢の方に対し、子宮がん及び乳がん検

診無料クーポンを送付する。 

・対象年齢：子宮がん 満 20,25,30,35,40 歳 

保健福祉課保

健センター 
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      乳がん  満 40,45,50,55,60 歳 

歯科保健事業 特定年齢の方に対し、町内歯科医院にて受診

する歯周病検診受診券を送付し、無料で実施

する。 

・対象年齢：満 40,50,60,70 歳 

保健福祉課保

健センター 

 

（２）町民参加の促進と生涯活躍のまちづくり 

①現状 

本町では、地域振興奨励補助等事業として地域に住む個人や団体自らが地

域振興を図るために実施する事業に対して支援するとともに、社会参加活動

を通じた生きがいづくりや地域での支え合い体制の構築を図るなど、町民自

らがまちづくりに参加・参画する地域社会の形成に努めています。 

また、農業と福祉の連携により障がい者が農業分野での活躍を通じて自信

や生きがいを持つことにより、社会参画へとつなげるとともに、高齢者にお

ける要介護状態や認知症の予防を支援することで高齢者が安心して暮らし続

けることができる地域づくりなど、全ての町民が生涯において活躍すること

ができるまちづくりを推進します。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

地域振興奨励補助

等 

事業 

地域の交流、産業の開発、文化活動等を通じ

て、地域振興に寄与する個人及び団体が行う

事業に対して補助する。 

・補助率：2/3 以内 

まちづくり推

進課政策調整

係 

農福連携事業 

 

ジョブコーチによる支援を通して、障がい者

がトマトの作付実習等（栽培から収穫・出

荷、販売まで）を行う。また、農林業におけ

る障がい者の新たな雇用に対して補助する。 

・補助額：最大 50 千円/月（3 か月まで） 

農林課農業振

興係 

介護予防・日常生

活支援総合事業 

訪問型・通所型サービス、生活支援サービ

ス、介護予防ケアマネジメント、介護予防

把握事業、介護予防普及啓発事業（フレイ

ル予防講座）、地域介護予防活動支援事業

（生きがいデイサービス、地域サロン、ボ

ランティアポイント事業）、地域リハビリテ

ーション事業を実施する。 

保健福祉課地

域支援係 

包括的支援事業・

任意事業 

在宅寝たきり者等介護用品購入助成、福祉用

具・住宅改修支援事業、配食サービス事業を

実施する。 

保健福祉課地

域支援係 
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認知症予防支援事

業 

認知症の人やその家族に対して手助けができ

る認知症サポーターの養成や認知症の啓発、

地域のネットワークづくりを行う。 

保健福祉課地

域支援係 

高齢者団体支援事

業 

老人クラブに係る運営費及び生きがいと健康

づくりに関する事業等へ補助を行う。また、

地域高齢者を支える見守り、安否確認等の事

業を実施する。 

保健福祉課社

会係 

町民スキーリフト

助成事業 

北海道内のスキー場リフト券を購入し利用し

た場合、リフト券購入費用の一部を助成す

る。 

・助成額：1 回につき 1 千円 

シーズン券 4 千円 

1 人 4 千円まで 

文化スポーツ

課スポーツ振

興係 

公民館事業 高齢者大学、大人向けカルチャースクールや

いきがいづくり講座など、子どもから高齢者

までの幅広い世代に向けて各ライフステージ

にあった事業を実施する。 

文化スポーツ

課文化振興係 

美瑛学推進事業 地域の歴史や文化等を学び、愛着や誇りを醸

成する事業を実施する。 

文化スポーツ

課郷土学館業

務係 

 

（３）ホームページ・情報媒体の充実による魅力の発信 

①現状 

移住希望者が必要とする、まちの魅力、暮らしの情報、定住促進住宅や

空き家情報バンクの住宅情報等を町ホームページにて発信しています。リ

アルタイムに情報を伝えることができるよう、サイトの掲載情報を確認

し、更新作業に努めます。 

このほか、ＳＮＳ（フェイスブック及びインスタグラム）を活用した発

信を行い、フォロワー増加に向けた取り組みを強化していきます。 

また、移住相談や関係人口、ふるさと納税等を通して築かれた関係人口

の方々に対し、メールマガジンの配信による情報発信を行い、切れ目のな

い継続した関係性を構築していきます。 

 

②主な施策 

事業名 事業概要 担当課 

美瑛町ホームページ

による情報の発信 

移住定住希望者が必要とする住宅や暮らしに

係る情報、町が実施する子育て支援、起業支

援等の情報を発信する。 

住民生活課移

住定住推進室 
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ＳＮＳによる情報

の発信 

ＳＮＳ（フェイスブック及びインスタグラ

ム）を活用し、移住定住施策やふるさと納税

返礼品等の情報を発信する。 

まちづくり推

進課政策調整

係 

メールマガジンに

よる情報の発信 

各事業でつながっている関係人口の方々に対

し、メールマガジンを活用し、移住定住施策

やふるさと納税返礼品等の情報を発信する。 

まちづくり推

進課政策調整

係 

移住定住パンフレ

ットによるＰＲ 

移住定住希望者や都市部で開催する相談会の

来場者等に対し、本町の移住定住施策をＰＲ

するため、パンフレットを配布する。 

住民生活課移

住定住推進室 

 
 


